契 約 社 員 就 業 規 則
株式会社
第１章　　総　　　　　則
（目　　　　　的）
第1条  この規則は、株式会社　　　（以下、「会社」という。）の契約社員の労働
        条件その他の就業に関する事項を定めたものである。
（２）    この規則に定めた事項のほか、契約社員の就業に関する事項は従業員就業
        規則および労働基準法その他の法令ならびに個別の雇用契約の定めるところ
      による。
（定          義）
第２条    この規則において契約社員とは、業務上の必要によって採用され、一定の
        期間を定めて労働契約を締結した者をいう。
第２章　　採　　　　　用
（採用決定者の提出書類）
第３条    選考試験に合格し、採用された者は、採用後２週間以内に、次の書類を提出
        しなければならない。ただし、選考に際し提出済の書類については、この限り
        でない。
 １．身元保証書
 ２．住　所　届
 ３．源泉徴収票（前職者のみ）
          ４．扶養親族届
（雇  用  期  間）
第４条    契約社員の雇用期間は原則最長１年とし、個別の雇用契約により定める。但
        し、厚生労働大臣が定める専門的知識を有する労働者または60歳以上の者に
        ついては、最長でも３年間とし、個別の契約にて定める。
（２）    雇用期間は会社が業務上必要と認めた場合、雇用契約を更新することによ
        り延長することがある。
第３章　　勤　　　　　務
（勤　務　時　間）
第5条  勤務時間は、休憩時間を除き１日８時間以内、および１週４０時間以内とし、
        始業、終業の時刻および休憩時間とともに、個別の労働契約において定めるも
        のとする。
（休　　　　　日）
第６条    休日は次のとおりとする。
 １．     曜日
          ２．個別の労働契約において休日とした日
          ３．その他会社の指定する日
（eq \o\ad(\d\fo"年次有給休暇  "(),年次有給休暇)）
第７条    年次有給休暇に関しては労働基準法の定めによる
（産前産後の休業）
第8条  ６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）以内に出産する予定の女性は、その者
        の請求によって休業することができる。
（2）  産後８週間を経過しない女性は就業させない。ただし、産後６週間を経過し
        た女性から請求があった場合には、医師が支障ないと認めた業務に就かせるこ
        とがある。
（ 生 理 休 暇 ）
第9条  生理日の就業が著しく困難な女性から請求があったときは、必要な期間休暇
        を与える。
（育児休業・介護休業等）
第１０条  従業員のうち、１歳未満の子の養育を必要とする者は、申し出により育児休業または育児短時間勤務の適用を受けることができる。また、３歳未満の子の養育を必要とする者は、会社に申し出て育児短時間勤務の適用を受けることができる。但し、法律に定める期間雇用者（育児休業のみ）、日々雇用者、その他労使協定により育児休業または育児短時間勤務をすることが出来ないとされた者を除く。
（２）育児休業中の従業員又は配偶者が育児休業中の従業員は、子の１歳の誕生日から１歳６ヶ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。
但し、子が１歳に達したときに、法律に定める要件に該当する場合に限る。
（３）従業員のうち、常時介護を要する家族（法の定める者に限る）を有する者は、会社に申し出て通算して９３日を限度とする介護休業または介護短時間勤務の適用を受けることができる。ただし、法律に定める期間雇用者（介護休業のみ）、日々雇用者その他労使協定により介護休業をすることが出来ないとされた者を除く。
（４）小学校就学前の子を養育する従業員および家族介護を行う従業員が請求した場合は、事業の正常な運営を妨げない限り午後10時から午前５時までの間に労働させることはない。
（５）小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、第　　条に規定する年次有給休暇とは別に、毎年　　月を起算日とした１年につき５日間を限度として子の看護のための休暇を取得することができる。但し、日々雇用者、その他労使協定により看護のための休暇を取得できないとされた者を除く。
（６）育児休業、介護休業または育児・介護短時間勤務、看護休暇等に関して本条に定めの無い事項については、育児・介護休業法の定めによる。
（特　別　休　暇）
第１１条  契約社員が次の各号の一に該当するときは、それぞれに定める日数の特別休
        暇を与える。
	
	事　　　　　由
	休暇日数

	１
	本人が結婚するとき
	日

	２
	妻が出産するとき
	日

	３
	父母、配偶者又は子が死亡したとき
	日

	４
	祖父母、配偶者の父母又は兄弟が死亡したとき
	日

	５
	その他前各号に準じ会社が必要と認めたとき
	必要と認めた期間


（特別休暇等の賃金）
第１２条  前条に定める特別休暇に対する賃金の取扱いについては、通常の賃金を支払
        う。
第４章　　賃　　　　　金
（賃　　　　　金）
第13条  契約社員の賃金の締切日及び支払日、計算方法及び支払方法、昇給及び昇給
        時期は、個々に定める労働契約書に準用する。
（退　　職　　金）
第１４条  契約社員については、退職金は支給しない。
第５章　　退　職・解　雇
（退　　　　　職）
第15条  契約社員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その日を退職の日とし、
        契約社員としての地位を失う。
 １．死亡したとき
2． 契約期間が満了し、更新が行われないとき
3． 本人の都合により退職を届け出て会社の承認があったとき、又は退職
             届提出後、１４日を経過したとき
（退　職　手　続）
第16条  契約社員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも１４日
        前までに退職届を提出しなければならない。
（2）  退職届を提出した者は、会社の承認があるまでは従前の業務に服さなければ
        ならない。ただし、退職届提出後１４日を経過した場合はこの限りでない。
（3）  退職届を提出した者は、退職までの間に必要な事務の引継ぎを完了しなけれ
        ばならない。
（解　　　　　雇）
第１７条  会社は、次の各号に掲げる場合に契約社員を解雇することがある。
1． 契約社員が身体又は精神の障害により、業務に耐えられないと認められ
         る場合
2． 契約社員の就業状況又は勤務成績が著しく不良で就業に適さないと認
             められる場合
3． 休職期間が満了した時点で、なお休職事由が継続し、復職できない場合
             （休職期間を更新された場合を除く。
          ４．事業の縮小その他会社の都合によりやむを得ない事由がある場合
（その他労働条件）
第１８条  この規程に明記していない事項（服務・懲戒・安全衛生・災害補償）につい
        ては、当社就業規則を適宜準用する
付　　　　　則
１．この規則は　　　　年　　月　　日から実施する。
２．この規則を改廃する場合には、従業員代表の意見を聴いて行う。



株式会社

